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少子高齢化時代の若年層の人材育成

～企業外における職業教育機能の充実に向けて～

【要　　旨】

１． 　2002 年１月に新しい「日本の将来推計人口」が発表された。日本は 2007 年からの

総人口減少時代（中位推計）を目前に控え、少子高齢化が一層進展している。少子化

による若年層の労働力不足が懸念される一方で、企業側は経営環境の変化にともない、

従来のような企業内教育による中長期的観点からの人材育成を行うことが難しくなっ

ており、個人側は自助努力による能力開発を求められるようになっている。本稿では、

このような環境の下における、企業外職業教育の現状および今後の方向性について論

じるものである。

２． 　少子高齢化の進展により、労働力人口の減少、特に若年層（20 代～30 代）の労働力

人口の大幅な減少が予想されている。現状では失業者の 3 人に 1 人が 20 代であり、看

過できない状況といえる。中高年層の非自発的失業が社会的な問題として重く受け止

められる一方、若年層の自発的失業は、勤労意欲・社会性の不足による失業や家族の

支援を受けながらの余裕のある失業と考えられることが多い。しかし、勤労生活に関

する意識調査からは、20 代～30 代が高い職業能力の必要性を認識し、職務内容や仕事

のやりがいを重視していると見ることができる。

　企業の多くは収益環境が厳しさを増すなか、1 人あたりの教育訓練費を減少させると

共に、教育訓練の重点を底上げ教育から経営幹部育成のような選抜教育へとシフトさ

せつつあり、社員個人に対し、自己責任での能力開発を求めるようになっている。

このように、若年層は職業能力の必要性を認識しているものの、企業主導による職

業教育・訓練の機会が失われつつあると考えられ、企業外の職業教育機能が求められ

ていると考えることができよう。

３． 　米国では職業教育の重要性が強く認識され、若年層をはじめ幅広い年齢層を対象と

する職業教育の機会が教育機関を中心に提供されていることに加え、公的な支援体制

も整備されている。

　経営学修士（MBA）や工学、法律（ロースクール）などの分野で高度な職業教育が

行われている大学院をはじめ、２年制大学であるコミュニティカレッジでは医療補助

や機械修理などの準専門的・実用的な職業教育が、４年制大学ではインターンシップ

や CO－OP プログラムを活用した就業プログラムが実施されている。また、大学によ

る企業向け研修プログラムの提供や企業からの講義プログラム提供など、産業界との

密接な関係が築かれ、充実した職業教育に活かされている。履修形態の面では、社会

人向けにパートタイム履修が整備されており、近時は遠隔教育（Distance　Learning）

も導入されフレキシビリティが高まっている。

　公的機関の支援としては、1998 年制定の労働力投資法（連邦法）が職業教育の中心

的な役割を果たしている。同法により、各州・地区では産学官によって設置された労
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働力投資委員会が労働力投資戦略を策定し、各地区の状況に応じた支援がなされてい

る。職業教育費用に関しては、バウチャー方式の支援（個人訓練勘定制度）があり、

個人による職業教育が促されている。

　加えて、教育の質（教育機関自体・講義プログラム）に対する認定（アクレディテ

ーション）が一般化しており、教育機関への補助金配分や個人の大学選択・奨学金の

受給資格条件などに活用されている。社会的なチェック機能が、教育機関の自主的な

情報公開と教育の質の向上を促し、企業外の職業教育が機能する一因となっている。

４． 　 日本では伝統的に公的職業訓練機関が一定の役割を果たしているが、内容が理工技

能系に偏っていることや失業者のニーズに対応していないといった課題も指摘されて

いる。1998 年に個人を対象とした教育訓練給付制度が開始され、制度の浸透にともな

い職業能力開発の支援に活用され始めている。

大学・大学院教育においても、社会人特別選抜制度や講義の昼夜間開講などにより

社会人向けの受講環境の整備がされ始めたほか、インターンシップ制度の実施校も増

加しており、職業教育への取り組みが見られる。内容面では、実践的なコースや高度

な専門教育が十分に提供されているとは言い難い現状ではあるが、経営戦略やＩＴ技

術、医療・福祉といった職業教育コースが専門大学院や１年制大学院において開講さ

れ始めている。IT 企業が技術者養成プログラムを教育機関へ提供するといった新たな

動きも見られる。また、京都地域では、大学コンソーシアム京都を中心として産学官

（地域）の協力により職業教育機能の拡充を含めた人材育成が図られている。日本に

おいても、職業教育における産学の距離が接近する機運にあるといえる。

５． 　今後、個人主導の能力開発・キャリア形成の広がりが予想されるなか、企業外の職

業教育機能が量・質共に拡充されることが求められる。まず、大学等の教育機関と産

業界の関係強化により、企業ニーズに対応した多様な職業教育コースが提供されてい

くことが必要であり、その促進には NPO などが仲介機能を果たすことも有効であろう。

その場合においても、提供されるコースが企業側から評価されるものでなければ、効

果は限定されたものとなろう。そこで次のステップとして、職業教育の有用性という

評価軸から職業教育の認定を行う第三者機関を産業界・教育機関等の協力で設置する

ことが考えられよう。評価基準や認定結果情報の詳細な開示による社会的なチェック

を受けることで、職業教育認定の信頼性が高まり、個人・教育機関・産業界をつなぐ

共用言語となりうる。企業外の職業教育機能の充実に向けたこれらの取り組みの進展

を通じて、個人や地域が活性化し、ひいては少子高齢化の進む日本の活性化の一助と

なることを期待したい。

〔担当：
ふじのき   けんいち

藤ノ木 健一（e-mail：kefujin@dbj.go.jp）〕



１．少子高齢化の進展と企業内教育の変化

（出所）国立社会保障・人口問題研究所HPより

・2002年１月に新しい「日本の将来推計人口」が発表された。日本は2007年からの総人口減少時代（中位推計）を目
前に控え、少子高齢化が一層進展している。少子化にともなう若年層の労働力不足が懸念される一方で、産業構造の
転換が進み企業側の収益環境が厳しさを増すなか、従来のような企業内教育による中長期的観点からの人材育成が難
しくなっており、社員個人は自助努力による能力開発を求められるようになっている。本稿では、このような環境の
下における、企業外職業教育の現状および今後の方向性について論じるものである。
・少子高齢化の進展により、労働力人口の減少、特に若年層（20代～30代）の労働力人口の大幅な減少が予想されて
いる。現状では、失業者の3人に1人が20代であり、看過できない状況といえる。中高年層の非自発的失業が社会的な
問題として重く受け止められる一方、若年層の自発的失業は、勤労意欲・社会性の不足による失業や家族の支援を受
けながらの余裕のある失業と考えられることが多い。しかし、勤労生活に関する意識調査からは、20代～30代が高い
職業能力の必要性を認識し、職務内容や仕事のやりがいを重視していると見ることができる。
・企業の多くは収益環境が厳しさを増すなか、1人あたりの教育訓練費を減少させると共に、教育訓練の重点を底上
げ教育から経営幹部育成のような選抜教育へとシフトさせつつある。また、企業は社員個人に対し、自己責任での能
力開発を求めるようになっている。
・このように、若年層は職業能力の必要性を認識しているものの、企業主導による職業教育・訓練の機会が失われつ
つあると考えられ、企業外の職業教育機能が求められていると考えることができよう。

【図表３】求職理由別完全失業者数（20－29歳）

（注）年平均
（出所）厚生労働省「労働力調査」
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【図表４】有職者の失業に対する意識

（注）年平均
（出所）厚生労働省「労働力調査」

（出所）日本労働研究機構「勤労生活に関する調査」2001年3月
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【図表６】職業能力に対する意識【図表５】失業時の対応
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（出所）【図表５・６】日本労働研究機構「勤労生活に関する調査」2001年3月（調査対象：全国20歳以上の男女4000人　調査時期：2001年3月）
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【図表８】教育訓練費の推移

（出所）【図表9・10】厚生労働省「業績主義時代の人事管理と教育訓練投資に関する調査」

　　　　　　　　　　　　（2000年8月発表、調査実施期間：1999年11月～12月）

【図表10】能力開発の責任主体のシフト【図表９】企業主導の教育訓練方針のシフト

【図表７】労働分配率の推移
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【図表12】２年制大学履修者数（年齢階層別）【図表11】大学の機能別整理

２．米国の職業教育

（出所）【図表17・18】NCES「Distance Education at Postsecondary Education Institutions : 1997-98」

（出所）U.S. Census Bureau　(2000年10月)

【図表16】大学・大学院別遠隔単位取得履修者数

0 200 400 600 800 1,000 1,200

大学院

大学

千人

【図表14】大学院履修者数（年齢階層別）

・米国では職業教育の重要性が強く認識され、若年層をはじめ幅広い年齢層を対象とする職業教育の機会が教育機
関を中心に提供されていることに加え、公的な支援体制も整備されている。
・経営学修士（MBA）や工学、法律（ロースクール）などの分野で高度な職業教育が行われている大学院をはじ
め、２年制大学であるコミュニティカレッジでは医療補助や機械修理などの準専門的・実用的な職業教育が、４年
制大学ではインターンシップやCO－OPプログラムを活用した就業プログラムが実施されている。また、大学による
企業向け研修プログラムの提供や企業からの講義プログラム提供など、産業界との密接な関係が築かれ充実した職
業教育に活かされている。履修形態の面では、社会人向けにパートタイム履修が整備されており、近時は遠隔教育
（Distance　Learning）も導入されフレキシビリティが高まっている。
・公的機関の支援としては、1998年制定の労働力投資法（連邦法）が職業教育の中心的な役割を果たしている。同
法により、各州・地区では産官学によって設置された労働力投資委員会が労働力投資戦略を策定し、各地区の状況
に応じた支援がなされている。職業教育費用に関しては、バウチャー方式の支援（個人訓練勘定制度）があり、個
人による職業教育が促されている。
・加えて、教育の質（教育機関自体・講義プログラム）に対する認定（アクレディテーション）が一般化してお
り、教育機関への補助金配分や個人の大学選択・奨学金の受給資格条件などに活用されている。社会的なチェック
機能が教育機関の自主的な情報公開と教育の質の向上を促している事が、企業外の職業教育が機能している一因と
なっている。

（出所）U.S. Census Bureau　(2000年10月)

【図表15】大学・大学院別遠隔単位取得コース数
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（出所）U.S. Census Bureau　(2000年10月)（出所）各種資料より政策銀作成

【図表13】４年制大学履修者数（年齢階層別）
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【図表17】職業教育の整理

（出所）政策銀行ﾜｼﾝﾄﾝ事務所「Town and Gown」に加筆

（出所）　【図表23･24】U.S. Department of Education　、AACSB、ABET　各HPより政策銀作成

【図表20】認定の整理【図表19】認定の活用

（出所）各種資料から政策銀作成

【図表18】公的な職業教育支援制度（労働力投資法より成人向け抜粋）

分類 項目 例

南ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ大：IBEARｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
　　　　　　　　（国際ﾋﾞｼﾞﾈｽ）※ｶｽﾀﾑﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑもある

ﾉｰｽｳｪｽﾀﾝ大：技術管理、製造技術、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ管理情報技術
　　　　　　　　　　製造管理、製品開発

ｽﾀﾝﾌｫｰﾄﾞ大：MBA合格者のうち特に優秀な学生には、ﾊﾟｰﾄﾅｰ企業
で9‐12ヶ月間ｲﾝﾀｰﾝとして実務を行う機会がある。ｲﾝﾀｰﾝ中は給与
支給があり、終了後は2年間の学費が全額支給される。

ｻﾝﾀﾓﾆｶｶﾚｯｼﾞ：企業と直接契約し、研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを提供。
契約先はｱﾒﾘｶﾝｴｱﾗｲﾝ、ﾘｯﾂｶｰﾙﾄﾝﾎﾃﾙのほかﾚｽﾄﾗﾝや病院など
の米国企業

ｼｽｺ・ﾈｯﾄﾜｰｷﾝｸﾞ・ｱｶﾃﾞﾐｰ：現在、世界で133カ国の8,431の教育機
関で実施され、受講生は232,013人以上。

ﾉｰｽｲｰｽﾀﾝ大：IBM、ｺﾝﾊﾟｯｸ、ｼﾞﾚｯﾄ、ﾎﾞｽﾄﾝ・ｸﾞﾛｰﾌﾞ、
ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ州政府など

特徴

学生の
就業経験

インターンシップ 夏期等の長期の休みに2ヶ月程度、企業で実務を行う。

CO-OP
プログラム

大学での講義取得と企業での半年程度の勤務を繰り返し、
通常より長い期間で卒業する。学生には就業条件あり。
（一定の在学期間、取得単位、成績など）

ﾊﾟー ﾄﾅｰｼｯﾌﾟ
プログラム

就学前に企業で実務を行い、その後の講義等で実務経験
を活かすことができる。

企業による
プログラム提供

アカデミー
プログラム

企業の技術者養成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを大学等の教育機関で実施す
る。

大学から
企業への

教育サービス
提供

キャリアアップ
プログラム

研修プログラム
の提供

企業の要請に応じて、研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑをｱﾚﾝｼﾞしたり、講師を
企業に派遣する。近時は、遠隔教育での実施も行われて
いる。

ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞ：経営大学院でﾏﾈｰｼﾞｬｰｸﾗｽを対象に
MBAﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを実施

ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ：ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｽｸｰﾙでﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙﾏｽﾀｰ
ｺｰｽを実施

　　　州労働力投資委員会
・産業界（過半数）、公的機関、労働組合
　の代表者などから構成。
・州の5ヵ年戦略策定　　など

　　　　地区労働力投資委員会
・産業界（過半数）、教育実施機関、労働組合の
　代表者などから構成。
・地区の5ヵ年戦略策定
・ワンストップセンターの選定・監督
・職業教育訓練実施機関の選定　など

　　 ワンストップセンター
・失業者、学生、一般労働者、企業を対
象に雇用、教育訓練等に関する情報や
サービスを一括して提供する

職業教育の実施機関
・コミュニティカレッジ
などの教育機関が中心

 個人（成人；１８歳以上）
・個人訓練勘定を活用し、
　能力開発を行う。

バウチャー

ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ 受講

大学
大学院

地方認定（教育機関自体を認定）
・10の地方機関
・ﾐﾄﾞﾙｽﾃｲﾂ
     (ﾆｭｰｼﾞｬｰｼﾞｰ・ﾆｭｰﾖｰｸなど）
・ﾆｭｰｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ
　　　(ｺﾈﾃｨｶｯﾄ・ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂなど）等

プロフェッショナル認定
　　　　（プログラムを認定）
・47分野
　　（ビジネス、法学、医学、映画学など)
・ACICS（ﾋﾞｼﾞﾈｽ）、AACSB（ﾋﾞｼﾞﾈｽ）
　ABET（ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ・ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ）
　ACCE（建築）、ADA（歯科）　等

注)認定機関は、教育機関関係者を中心に公的機関や産業界か
らボードメンバーを構成している

申請・認定

申請・認定

認定
(ｱｸﾚﾃﾞｨﾃｰｼｮﾝ)

個人
大学・プログラム
が基準を満たして
いるかがわかる

教育機関
大学・プログラム
の強み・弱みがわ
かり、改良するこ

とができる

企業
卒業生の能力

を測る

州
州認定の資

格・免許の受
験・登録・許
可等の要件と
しているとこ

ろもある

国
国が行う奨学
金・ローンの受
給要件としてい
ることがある教育機関・個人への補助金が

効果的に使用されているかを
チェックする
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【図表24】社会人特別選抜入学者数

【図表21】公的職業訓練機関一覧 【図表22】教育訓練給付制度の推移（累計）
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【図表26】ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ実施状況

（出所）厚生労働省「厚生労働白書」

３．日本の職業教育

・日本では伝統的に公的職業訓練機関が一定の役割を果たしているが、内容が理工技能系に偏っていることや失業
者のニーズに対応していないといった課題も指摘されている。
・1998年に個人を対象とした教育訓練給付制度が開始され、制度の浸透にともない職業能力開発の支援に活用され
始めている。
・大学・大学院教育においても、社会人特別選抜制度や講義の昼夜間開講などにより社会人向けの受講環境の整備
がされ始めたほか、インターンシップ制度の実施も増加しており、職業教育への取り組みが見られる。内容面で
は、実践的なコースや高度な専門教育が十分に提供されているとは言い難い現状ではあるが、経営戦略やＩＴ技
術、医療・福祉といった職業教育コースが専門大学院や１年制大学院において開講され始めている。IT企業が技術
者養成プログラムを教育機関へ提供するといった新たな動きも見られる。また、京都地域では、大学コンソーシア
ム京都を中心として産学官（地域）の協力により職業教育の拡充を含めた人材育成が図られている。日本において

も、職業教育における産学の距離が接近する機運にあるといえるだろう。

【図表23】大学・大学院等の基準改正

（出所）【図表24・25・26】文部科学省資料
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1972 大学設置基準改正 1998 「21世紀の大学像と今後の教育施策について」答申

・単位互換制度　上限：30単位 1999 大学設置基準改正

1989 大学院設置基準改正 ・単位互換制度　上限：60単位へ拡大

・修士課程の昼夜間開講制、夜間大学院 ・自己点検・評価の実施と公表を義務化

・独立大学院設置基準 ・自己点検・評価の学外者による検証を努力義務化

1991 大学設置基準改正 大学院設置基準改正

・ｶﾘｷｭﾗﾑ改革（科目区分廃止、授業期間等の基準弾力化） ・専門大学院制度化

・受講弾力化（昼夜間制・科目等履修制） ・修士課程の弾力化（１年制・長期在学コース）

・大学の自己点検・評価を努力義務化 2002 「大学等における社会人受入れの推進方策について」答申

「大学教育の改善について」答申 ・長期履修学生制度

・教授内容、方法の改善、向上の取り組み　等 ・専門大学院１年制コース

1993 大学院設置基準改正 ・通信制博士課程

・博士課程の昼夜間開講制、夜間大学院

（出所）文部省「我が国の文教施策」、文部科学省「平成13年版文部科学白書」

区　　　分 職業訓練の種類 施設数

職業能力開発大学校

高卒者等に対する高度な職業訓練を実施（専門課程）

専門課程修了者等に対する高度で専門的かつ応用的な職業訓

練を実施（応用課程）

10

職業能力開発短期大学校 高卒者等に対する高度な職業訓練を実施（専門課程） 10

職業能力開発校 中卒・高卒者等、離職者、在職者に対する職業訓練を実施 209

職業能力開発促進センター 離職者及ぴ在職者に対する短期間の職業訓練を実施 60

生涯職業能力開発促進

センター

（アビリティガーデン）

ホワイトカラーに対する先導的・モデル的な職業訓練コース

の開発と実施
(1)

高度職業能力開発促進

センター

中堅技術者等を対象としたハイテク関連の高度な職業訓練を

実施
(1)

障害者職業能力開発校 障害者の能力、適性等に応じた職業訓練を実施 19

（２００１年４月現在）

（注）（　）内は内数。
（出所）厚生労働省資料

【図表25】昼夜間講義の導入状況
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【図表27】専門教育大学院・１年制大学院

（出所）文部科学省HP、各大学HP　　　（注）入学定員は専攻入学定員。法政大学大学院のみ１年制ｺｰｽの入学定員。

（出所）各種資料より政策銀作成

【図表28】企業主導によるﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ提供

【図表29】大学コンソーシアム京都

（出所）HPより政策銀作成

インターネット・ラーニングアカデミー（NPO）
 ・技術者育成プログラム
 ・学習システムの開発
　 

コンテンツ提供を含
めた全面的な協力

教育機関　・　公的機関

プログラムの
提供

　　           IT技術プログラム提供
シスコシステムズ /サン・マイクロシステムズ/
日本オラクル/日本ヒューレット・パッカード/マイクロソフト
・各社固有の認定資格制度。
・個別に技術プログラムの外部提供。

指導者育成

IT技術指導者育成・
サポート

リカレント教育
指導者育成・サポート

ＩＴベンダー企業・教育機関間の一括窓口
（ワン・ストップ・サービス）

教育機関

　　単位互換
全50校（国公私）
・京都大学
・京都府立大学
・立命館大学
・京都短期大学等

近畿圏の
非加盟大学

早稲田大学
(遠隔教育)

産業界・公的機関

加盟経済団体
・京都商工会議所
・京都経済同友会
・京都経営者協会
・京都興業界

京都市

NPO

地方公共団体近畿圏の
各企業

(財)大学コンソーシアム京都：産学間の窓口

＜教育機能＞シティカレッジ：社会人の講義受講促進　プラザカレッジ：生涯教育
＜人材育成機能＞　産学官（地域）の連携
・インターンシップ窓口：①ビジネス ②行政 ③ベンチャー ④ＮＰＯ
・起業家育成プログラム：①アントレプレナー ②イントレプレナー
・ＮＰＯ育成プログラム
・産学間の講師派遣、研修アレンジ

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ
研修ｱﾚﾝｼﾞ

社会人の受講
講師派遣

分類 大学院名 専攻名 講義概要 特定の職業等 開設時期 入学定員

国際経営戦略
経営戦略　ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝとﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
ｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｰｼｯﾌﾟ等

経営者・幹部 2000/4 32

金融戦略 企業金融、金融工学、財務戦略
財務経理専門家
資金運用専門家

2000/4 32

青山学院大学大学院 国際ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ専攻
ﾏｸﾛ･ﾐｸﾛ経済学基礎　ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄとｹﾞｰﾑ理論
ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ・ｽｷﾙ　など

経営者・幹部 2001/4 70

京都大学大学院 社会健康医学系専攻
医療経済学総論　薬剤経済学

高齢社会の医療経済学
2000/4 22

九州大学大学院 医療経営・管理学専攻
医療政策学　人口学
薬事情報解析学　など

2001/4 20

分類 大学院名 専攻名 開設時期 入学定員

名古屋商科大学大学院 経営情報学専攻 2000/4 25

経営 国際大学大学院 国際経営学専攻 2001/4 75

法学専攻 2001/4 3

公共政策専攻 2001/4 3

福祉 武蔵野女子大学大学院 福祉ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ専攻 2001/4 10

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ経済学・Eﾋﾞｼﾞﾈｽと企業家精神
ﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙ特許/Eﾋﾞｼﾞﾈｽ関連特許を巡る法的諸問題　など

民法契約法論　民法担保法論

倒産処理法論　など

行政課程論　地域政策論　など

社会福祉調査研究　生活情報化研究

福祉ﾋﾞｼﾞﾈｽ研究　など

医療経営
医療管理

専門大学院：特定の職業等に従事するのに必要な高度の専門的知識・能力の育成に特化した実践的な教育を行う

一年制大学院：従来の大学院修士課程への社会人の積極的な受入れを目的

情報基礎技術・実践　UNIXﾘﾃﾗｼｰなど

講義概要

熊本大学大学院

経営

医療
福祉

IT技術

法学

一橋大学大学院

法政大学大学院 502000/4電気工学専攻 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ言語　ｺﾝﾊﾟｲﾗ　ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｱｰｷﾃｸﾁｬｰ　など
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【図表30】　日本の職業教育の充実に向けて

今後、個人主導の能力開発・キャリア形成の広がりが予想され、企業外の職業教育機能が量・質共に拡充され
ることが求められる。まず、大学等の教育機関と産業界の関係強化により、企業ニーズに対応した多様な職業
教育コースが提供されていくことが必要であり、その促進にはNPOなどが仲介機能を果たすことも有効であろ
う。その場合においても、提供されるコースが企業側から評価されるものでなければ、効果は限定されたもの
となろう。そこで次のステップとして、職業教育の有用性という評価軸から職業教育の認定を行う第三者機関
を産業界・教育機関等の協力で設置することが考えられよう。評価基準や認定結果情報の詳細な開示による社
会的なチェックを受けることで、職業教育認定自体の信頼性が高まり、個人・教育機関・産業界をつなぐ共用
言語となりうる。企業外の職業教育の充実に向けたこれらの取り組みの進展を通じて、個人や地域が活性化
し、ひいては少子高齢化の進むわが国の活性化の一助となることを期待したい。

４．日本の職業教育の充実に向けて

（出所）政策銀作成

　　　教育機関
　大学・大学院等

・職業教育内容の充実
　・高度な専門教育

　・リカレント教育

・ファカルティの充実
　（教授陣）　　など

　産業界
企業・経済団体

労働組合等

・企業外の職業教育
　　に対する適正な評

価
　　　　　　　　など

・インターンシップの拡充
　就業体験ではなく、就業経験。
　（期間や企業での就業内容等の拡充）

・企業へのオーダーメード研修協力   など

・専門分野でのプログラム提供
　（例：ｼｽｺｼｽﾃﾑｽﾞ・ILA等のIT分野）

・企業人（実務者）による実践的な教育　　な
ど

教育機関・産業界の関係強化

　　　　　職業教育認定機関
・産官学の代表者で構成 。
・複数の認定機関が設立され、
　様々な立場からの評価と相互ﾁｪｯｸ。
・認定情報は詳細に公表。　　など

個人

個人主導の
能力開発
ｷｬﾘｱ形成

認定
多様な

職業教育の
提供

窓
口
機
関

経済
団体

労働
組合

企
業

ＮＰＯ
など
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